
Title 硏究發表會記事
Sub Title Notes on the reports of Hogaku-Kenkyu-Kai
Author 多田, 眞鋤(Tada, Masuki)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1951

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.24, No.4 (1951. 4) ,p.63- 63 

JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19510415-0063

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


碕
究
護
表
會
記
事

　
昭
和
コ
十
六
年
法
學
研
究
獲
表
會
は
、
先
ず
中
村
菊
男
助
教
授
に
依
る
「
條

約
改
正
と
法
典
論
雫
」
を
以
つ
て
初
會
が
開
れ
、
引
き
績
き
行
わ
れ
套
万
十

　
　
　
　
　
　
　
り

六
日
の
研
究
護
表
會
に
於
い
て
須
藤
・
石
井
爾
助
手
の
報
告
が
あ
つ
た
。

　
昭
和
コ
十
六
年

　
第
一
同
法
學
研
究
會
（
非
公
開
）

　
　
一
月
十
九
日
午
後
一
時
　
於
第
一
會
議
室
、

　
「
條
約
改
正
と
法
典
論
争
」
　
　
　

中
村
菊
男

　
第
コ
圖
法
學
研
究
會
（
非
公
開
）

　
　
コ
月
十
六
日
午
後
二
時
　
於
第
コ
會
議
室
、

　
「
國
際
私
法
に
於
け
る
國
籍
と
住
所
の
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ラ
ベ
ル
所
説
を
中
心
と
し
て
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
　
藤
　
次
　
郎

　
「
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
に
於
け
る
國
家
観
の
攣
遜
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
石
　
井
良
憾

　
本
年
よ
り
法
學
研
究
叢
表
會
を
侮
月
に
賓
施
す
る
こ
と
と
な
り
、
先
ず
中
村

助
教
授
は
法
典
論
雫
を
惹
起
せ
る
政
治
史
的
背
景
と
し
て
の
條
約
改
正
問
題
を

重
覗
し
・
從
來
の
此
の
間
題
に
關
す
る
公
式
主
義
的
見
解
に
封
す
る
駁
論
を
試

み
た
。
師
ち
此
の
問
題
提
起
は
左
の
三
鮎
に
論
調
の
前
提
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
扁
、
近
代
日
本
の
自
由
主
義
と
國
民
主
義
（
民
権
・
國
灌
）
を
如
何
な
る
角

度
よ
り
思
考
す
べ
き
か
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵡

　
コ
、
近
代
日
本
に
封
す
る
公
式
的
見
解
は
、
歴
史
的
事
實
に
適
合
し
て
い
る

　
　
　
　
研
究
獲
表
會
記
事

か
Q

　
三
、
後
進
日
本
の
近
代
化
に
於
け
る
適
懸
方
法
は
ど
ろ
で
あ
る
か
。

　
以
上
の
三
観
鮎
よ
り
法
典
雫
議
に
關
す
る
從
來
の
公
式
主
義
的
通
読
（
例
、

準
野
義
太
郎
氏
、
星
野
通
氏
、
田
中
蜜
氏
）
が
歴
史
的
事
實
と
し
て
の
條
約
改
正

に
關
す
る
動
向
（
過
少
評
償
）
を
看
過
し
、
剛
該
に
「
官
僚
法
學
の
ブ
ル
ジ
コ

ア
自
由
派
（
そ
の
意
昧
で
の
自
然
法
學
読
）
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
法
典
編
纂
と
封
建

主
義
を
再
建
せ
ん
と
す
る
政
治
的
反
動
主
義
と
の
封
立
」
（
準
野
氏
所
説
）
と

し
て
把
握
す
る
誤
謬
を
指
摘
し
・
法
典
編
纂
論
孚
の
問
題
は
條
約
改
正
問
題
と

の
關
聯
に
於
い
て
思
考
す
べ
き
旨
を
論
じ
た
Q

　
次
い
で
第
コ
同
の
報
告
に
於
い
て
須
藤
助
手
は
・
雨
掲
論
題
の
「
國
際
私
法

に
於
け
る
國
籍
と
佗
所
」
の
コ
つ
の
問
題
は
賓
質
法
上
2
ぢ
の
間
題
で
な
く

属
人
主
義
に
某
づ
い
た
思
考
と
し
て
把
え
、
｝
九
四
七
年
版
、
ラ
ベ
ル
に
依
る

所
読
を
紹
介
し
そ
れ
を
中
心
と
し
て
論
及
し
、
報
告
後
島
田
・
前
原
・
津
田
・

宮
崎
・
峯
村
・
各
教
授
よ
り
種
々
の
質
疑
が
な
さ
れ
た
。

　
石
非
助
手
に
依
る
前
揚
論
題
報
告
は
、
序
論
に
於
い
て
O
問
題
提
起
⇔
方
法

論
的
前
提
が
明
か
に
さ
れ
問
題
の
所
在
の
説
明
後
、
本
論
に
入
り
「
第
｝
章
ヤ
ハ

ヴ
ィ
ス
ト
及
び
エ
・
ヒ
ス
ト
に
於
け
る
國
家
の
問
題
」
「
第
コ
章
豫
言
者
ホ
セ

ア
及
び
イ
ザ
ヤ
に
於
け
る
國
家
の
間
題
」
「
第
三
章
巾
命
記
記
者
及
ぴ
豫
言
者

エ
レ
ミ
ヤ
に
於
け
る
國
家
の
問
題
」
と
詳
論
さ
れ
前
掲
論
題
を
論
及
さ
れ
た
Q

報
告
後
會
員
各
位
よ
り
の
質
間
が
あ
り
午
後
五
時
過
ぎ
閉
會
し
た
。

　
以
上
、
本
年
に
入
り
三
名
の
研
究
成
果
の
護
表
が
あ
り
研
究
會
と
し
て
充
實

の
過
程
を
踏
み
つ
つ
あ
る
が
、
論
題
が
特
殊
性
を
持
つ
場
合
、
豫
め
報
告
内
容

及
び
問
題
所
在
の
範
園
が
聴
講
渚
に
明
確
に
さ
れ
れ
ば
、
な
お
一
厨
研
究
に
資

す
る
所
多
し
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
記
）

六
三


